
　　　　第５１回目黒区体育祭

春季剣道大会競技要項

１　主　　催　　　目黒区・ＮＰＯ法人目黒体育協会

２　主　　管　　　一般財団法人目黒区剣道連盟

３　日　　時　　　平成２５年６月　９日（日）　午前９時開始（開場８時３０分）

４　会　　場　　　目黒区立中央体育館 競技場
５　種　　別　　　（競技種目）

男女混合

ア ①少年１部（小学１・２年生）　　　　　　オ 少年団体
イ ②少年２部（少学３・４年生）　　　　　　カ 中学団体
ウ ③少年３部（小学５・６年生）　　　　　　キ 高校団体
エ ⑭一般４・５段　　　　　　  　　　　　　ク 大学・一般団体（３段以下）

男子 女子

ア ④中学男子１年生
イ ⑤中学男子２年生
ウ ⑥中学男子３年生
エ ⑧高校・大学・一般男子初段以下
オ ⑨高校男子２・３段
カ ⑩大学・一般男子２・３段

ア ⑦中学女子
イ ⑪高校・大学・一般女子初段以下
ウ ⑫高校・大学・一般女子２・３段
エ ⑬家庭婦人
オ 一般女子団体（３段以下）

＊ 個人・団体の各競技種目のうち申込者数が極端に少ないものがある場合は、その種目を一時的に中
止することがある。（その場合には事前に申込者本人または団体に連絡する。）

６　競技上の規定及び方法

（１） この要項に定めるもの以外については、全日本剣道連盟試合規定による。
（２） 試合は、トーナメントで行う｡
（３） ３位決定戦は行わない。
（４） 組合せ抽選は、主管団体で行う。
（５） 大学・一般団体の部と一般女子団体の部に重複しての出場はできない。

７　参加資格

（１）個人戦：次のいずれかの資格を有している者

ア 　目黒区に在住している者。
イ 　目黒区に所在する学校に通学する者。
ウ 　目黒区に所在する職場に勤務する者。
エ 　目黒区剣道連盟に加入している者。

（２）団体戦：個人戦の出場資格者で学校・企業・病院・官公署等の団体に所属している者。

または目黒区剣道連盟傘下のクラブ等に所属している者。

（３）大会出場の申込み時の段位は、個人が５段以下、団体は３段以下の者。
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（４）参加費として小・中学生は４００円、高校生以上は６００円を主管者に支払う。

（５）主管者が大会用の傷害保険に加入するため、参加者は傷害保険料として

　　  １人１００円を負担する。

８　出場制限

（１）団体戦は１校または１団体で１チ－ ムとし、中学・高校・大学・一般は正選手５人の

他

補欠選手２人までとする。女子一般は正選手３人、補欠選手２人とする。

（２）少年団体は、目黒区剣道連盟登録団体、または協力団体とする。

正選手は小学５・６年生で２人、３・４年生で２人、１・２年生で１人の計５人とし、

補欠はそれぞれ１人の計３人とする。なお、下級生の補欠選手は上級生の補欠選手に代

わることができるが、上級生の補欠選手が下級生の補欠選手に代わることはできない。

（３）補欠選手は、欠場者の出場位置に充てるものとする。

（４）審判員は、選手として出場することができない。

９　表彰

入賞は３位までとし、１位には賞状・トロフィ－ 、２位・３位には賞状を授与する。

10　申込期限及び方法
ア　平成２５年４月２４日（水）【午後５時必着】

イ　種別（競技種目）申込用紙及び参加申込集計表（目黒区提出用と申込団体控え）に必

要事項を記入して、各体育館へ提出する。

《参加費及び傷害保険料については、各体育館では徴収しないので注意すること。な

お、団体の参加者には、主管者が申込書と振込用紙を送付するので、振込用紙を使用

して郵便局で納付すること。（個人の参加者は大会当日に主管者に支払うこと。）》

※申込書提出先

中　央　体　育　館　　目黒本町５－ ２２－ ８　ＴＥＬ ０３（３７１４）９５９１
駒　場　体　育　館　　駒場２－ １９－ ３８　　ＴＥＬ ０３（３４８５）７７６１
区民センター体育館　　目黒２－ ４－ ３６　　　ＴＥＬ ０３（３７１１）１１３９
碑 文 谷 体 育 館　　 碑文谷６－ １２－ ４３　ＴＥＬ ０３（３７６０）１９４１
八　雲　体　育　館　　八雲１－ １－ １　　　　ＴＥＬ ０３（５７０１）２９８４
※受付時間　午前９時~午後９時

※申込書提出及び問い合わせ先

　　　　NPO法人目黒体育協会事務局　目黒本町５－ ２２－ ８中央体育館内
　　　　　　　TEL０３（５７２２）８０８８　ＦＡＸ０３（５７３４）１０３２

※受付時間午前８時３０分~午後５時【土・日・祝は除く】

ウ　申込書を提出するときは、参加資格を証明する物を提示する。

また、学校及び職場の資格で参加する者は、学校及び職場の責任者の証明

により参加資格を証明する。

なお、目黒区剣道連盟の登録者は、証明する物の提示は必要としない。
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